
【概 要】

１．平成２５年度に創設された『河川協力団体』を募集します。

◆募集区間は、浜田河川国道事務所が管理する江の川・高津川の河川管理区間で、

募集期間は、平成２７年１０月２７日（火）から平成２７年１１月２７日（金）

です。

◆募集は、浜田河川国道事務所が行います。

２．『河川協力団体』について概要を説明します。

◆『河川協力団体』制度及び申請方法について、本日から募集期間締め切り日まで

の間、申し出のあった団体に対し随時説明を行います。

制度及び申請方法についてのお問い合わせ先は次のとおりです。

※浜田河川国道事務所 占用調整課 占用調整係 ０８５５－２２－２４８０

募集要項及び申請様式等については、募集期間内において浜田河川国道事務所

ホームページ （下記問い合わせ先のＵＲＬ）において掲載します。

『河川協力団体』を募集します
～パートナーシップの拡充にむけた新しい取組～

問い合わせ先: 国土交通省 浜田河川国道事務所
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お知らせ

平成２７年１０月２６日

浜田河川国道事務所

『河川協力団体』とは

・河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うＮＰＯ、

町内会等の団体を支援するものです。

・河川協力団体に指定し、河川管理者と連携して活動する団体として法律上位置づけることによ

り、自発的な活動を促進しようとするものです。


